
第１０１号議案                             

- 1 - 

 

第

百

一

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

四

年

九

月

十

四

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

（

平

成

五

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

中

「

子

ど

も

を

養

育

し

て

い

る

保

護

者

」

を

「

子

ど

も

を

養

育

し

て

い

る

者

」

に

、

「

児

童

福

祉

の

増

進

を

図

る

」

を

「

子

育

て

の

支

援

に

資

す

る

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

第

一

項

中

「

十

五

歳

」

を

「

十

八

歳

」

に

改

め

、

同

条

中

第

四

項

を

第

五

項

と

し

、

第

三

項

を

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

保

護

者

」

を

「

子

ど

も

を

養

育

し

て

い

る

者

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

三

 

高

校

生

等

が

何

人

か

ら

も

監

護

さ

れ

て

お

ら

ず

、

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

が

必

要

と

認

め

る

場

合

の

当

該

高

校

生

等

本

人

 

第

二

条

第

二

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

高

校

生

等

」

と

は

、

子

ど

も

の

う

ち

十

五

歳

に

達

し

た

日

の

翌

日

以

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

十

八

歳

に

達

し

た

日

以

後

に

お

け

る

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

を

い

う

。

 

 

第

三

条

第

一

項

中

「

子

ど

も

（

」

を

「

者

（

」

に

、

「

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

を

「

区

」

に

、

「

子

ど

も

で

」

を

「

子

ど

も

を

養

育

し

て

い

る

者

で

」

に

、

「

そ

の

者

」

を

「

そ

の

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

該

当

す

る

者

」

を

「

該

当

す

る

子

ど

も

を

養

育

し

て

い

る

者

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

規

則

」

を

「

養

育

し

て

い

る

子

ど

も

が

、

規

則

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

児

童

福

祉

法

」

を

「

養

育

し

て

い

る

子

ど

も

が

、

児

童

福

祉

法

」

） ）
」 
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に

改

め

る

。

 

 
第

四

条

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

、

「

対

象

者

」

を

「

子

ど

も

」

に

改

め

る

。

 

 

第

五

条

第

一

項

中

「

対

象

者

」

を

「

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

第

一

項

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

改

め

、

「

に

医

療

証

」

の

下

に

「

（

国

民

健

康

保

険

法

又

は

社

会

保

険

各

法

の

規

定

に

よ

っ

て

高

額

療

養

費

が

支

給

さ

れ

る

場

合

は

、

医

療

証

及

び

規

則

で

定

め

る

書

類

）

」

を

加

え

、

「

対

象

者

」

を

「

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

改

め

る

。

 

 

第

七

条

第

一

項

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

保

護

者

」

を

「

対

象

者

」

に

、

「

対

象

者

」

を

「

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
 

２

 

区

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

対

象

者

に

現

況

に

関

す

る

届

出

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

第

七

条

の

二

第

一

項

中

「

対

象

者

は

、

」

の

下

に

「

子

ど

も

に

係

る

」

を

加

え

る

。

 

 

第

九

条

第

一

項

第

二

号

中

「

第

七

条

第

二

項

」

を

「

第

七

条

第

三

項

」

に

改

め

る

。

 

  
 

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。
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た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 
（

準

備

行

為

）

 
２

 
こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

第

四

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

及

び

医

療

証

の

交

付

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

３

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

第

六

条

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

医

療

に

関

す

る

給

付

が

行

わ

れ

た

場

合

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

に

医

療

に

関

す

る

給

付

が

行

わ

れ

た

場

合

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

東

京

都

が

、

高

校

生

等

に

対

す

る

医

療

費

助

成

を

行

う

都

内

の

区

市

町

村

に

対

し

て

補

助

を

開

始

す

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

子

ど

も

に

係

る

医

療

費

の

一

部

助

成

を

高

校

生

等

ま

で

拡

大

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


